
第
一
条
衆
議
院
法
制
局
に
法
制
企
画
調
整
部
並
び
に
第
一
部
、
第
二
部
、
第

三
部
、
第
四
部
及
び
第
五
部
を
置
く
。

第
二
条
法
制
企
画
調
整
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
及
び
他
の
部
の
所
掌
に
属

し
な
い
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
法
制
に
関
す
る
予
備
的
調
査
（
委
員
会
の
命
を
受
け
て
行
う
そ
の
審
査

又
は
調
査
の
た
め
に
必
要
な
法
制
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
）
の
事
務
（
法

制
に
関
す
る
予
備
的
調
査
要
請
書
の
受
理
及
び
送
付
に
係
る
事
務
を
含

む
。
）

二
憲
法
及
び
国
家
の
基
本
政
策
に
係
る
法
制
に
関
す
る
事
務
に
係
る
企
画

調
整
の
事
務

○
衆
議
院
法
制
局
事
務
分
掌
規
程

衆
議
院
法
制
局
事
務
分
掌
規
程

改
正
昭
二
三
年
一
○
月
一
二
日
昭
二
四
年
一
○
月
二
六
日

昭
二
六
年
五
月
二
四
日
昭
三
○
年
三
月
二
三
日

昭
三
二
年
五
月
二
○
日
昭
三
三
年
三
月
二
六
日

昭
三
六
年
九
月
一
日
昭
三
七
年
七
月
一
日

昭
四
○
年
六
月
二
九
日
昭
四
八
年
九
月
二
八
日

昭
四
九
年
一
二
月
九
日
昭
五
五
年
七
月
一
七
日

昭
五
六
年
一
○
月
二
日
昭
五
八
年
四
月
一
日

平
二
年
六
月
二
七
日
平
三
年
八
月
五
日

平
三
年
二
月
五
日
平
九
年
三
月
二
六
日

平
一
○
年
一
月
一
二
日
平
一
○
年
七
月
三
一
日

平
一
○
年
一
二
月
二
四
日
平
一
二
年
一
月
二
○
日

平
一
三
年
一
月
三
○
日
平
一
四
年
一
月
二
日

平
一
四
年
七
月
二
三
日
平
一
五
年
七
月
三
一
日

平
二
一
年
六
月
二
日
平
二
七
年
三
月
一
九
日

平
二
七
年
一
二
月
二
二
日
令
二
年
三
月
三
一
日

（
昭
和
二
十
三
年
七
月
九
日
制
定
）

三
行
政
監
視
に
係
る
法
制
に
関
す
る
事
務
に
係
る
企
画
調
整
の
事
務

四
政
治
倫
理
及
び
公
の
選
挙
の
制
度
に
係
る
法
制
に
関
す
る
事
務

五
次
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務

イ
国
家
基
本
政
策
委
員
会

ロ
決
算
行
政
監
視
委
員
会

ハ
議
院
運
営
委
員
会

二
懲
罰
委
員
会

六
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務

七
情
報
監
視
審
査
会
の
所
管
に
係
る
法
制
に
関
す
る
事
務

八
秘
書
事
務
並
び
に
人
事
、
予
算
及
び
会
計
、
福
利
及
び
厚
生
そ
の
他
局

内
の
庶
務
に
関
す
る
事
務

九
立
法
例
の
調
査
、
法
令
台
帳
の
整
備
そ
の
他
法
制
に
関
す
る
資
料
の
収

集
、
整
理
及
び
調
製
に
関
す
る
事
務

十
情
報
の
電
子
計
算
機
に
よ
る
処
理
に
関
す
る
事
務

十
一
衆
議
院
法
制
局
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
務

第
三
条
法
制
企
画
調
整
部
に
企
画
調
整
課
、
基
本
法
制
課
、
総
務
課
及
び
調

査
課
並
び
に
企
画
調
整
監
一
人
を
置
く
。

②
企
画
調
整
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
、

同
条
第
五
号
ロ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関

す
る
事
務
並
び
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
他
の
部
課
の
所
掌
に

属
し
な
い
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
基
本
法
制
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
、

同
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
並

び
に
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

④
総
務
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

一
一
一



か
さ
ど
る
。

⑤
調
査
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
け
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

⑥
企
画
調
整
監
は
、
部
長
を
助
け
、
前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
務
に
つ
い
て
調
整
し
、
部
務
を
整
理
す
る
。

第
四
条
第
一
部
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
内
閣
委
員
会

二
総
務
委
冒
昊
云

三
安
全
保
障
委
巨
昊
云

第
五
条
第
一
部
に
第
一
課
及
び
第
二
課
を
置
く
。

②
第
一
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
第
二
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条
第
二
部
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
法
務
委
員
会

二
財
務
金
融
委
員
会

三
予
算
委
巨
昊
云

第
七
条
第
二
部
に
第
一
課
及
び
第
二
課
を
置
く
。

②
第
一
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
第
二
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

衆
議
院
法
制
局
事
務
分
掌
規
程

／

第
八
条
第
三
部
は
、
次
に
掲
げ
る
彗
星
房
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
外
務
委
員
会

二
文
部
科
学
委
員
会

三
経
済
産
業
委
員
会

四
環
境
委
員
会

第
九
条
第
三
部
に
第
一
課
及
び
第
二
課
を
置
く
。

②
第
一
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
第
二
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
条
第
四
部
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
農
林
水
産
委
員
会

二
国
士
交
通
委
員
会

第
十
一
条
第
四
部
に
第
一
課
及
び
第
二
課
を
置
く
。

②
第
一
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
第
二
課
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

法
制
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
二
条
第
五
部
は
、
厚
生
労
働
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条
第
五
部
に
第
一
課
及
び
第
二
課
を
置
く
。

②
第
一
課
に
お
い
て
は
、
前
条
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
労
働
行
政
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
一
一
一



③
第
二
課
に
お
い
て
は
、
前
条
に
掲
げ
る
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に

関
す
る
事
務
の
う
ち
厚
生
行
政
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
四
条
特
別
委
自
昊
云
の
所
管
に
属
す
る
法
制
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、

事
案
の
内
容
に
応
じ
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
部
課
の
所
掌
と
す
る
。

第
十
五
条
法
制
局
長
は
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
各
部

課
の
所
掌
事
務
に
つ
き
他
の
部
課
を
し
て
助
け
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
部
又
は
課
に
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
主
幹
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

②
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
所
属
す
る
部
又
は
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち

特
定
事
項
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
七
条
法
制
主
幹
の
下
に
法
制
例
規
室
を
置
く
。

②
法
制
例
規
室
に
お
い
て
は
、
法
制
に
関
す
る
立
案
に
係
る
例
規
の
調
査
及

び
研
究
に
関
す
る
事
務
並
び
に
法
制
主
幹
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

③
法
制
例
規
室
に
室
長
を
置
く
。

④
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
室
務
を
掌
理
す
る
。

第
十
八
条
衆
議
院
法
制
局
に
、
特
に
重
要
な
法
制
に
関
す
る
事
項
を
調
査
さ

せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
客
員
調
査
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
客
員
調
査
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
法
制
局
長
が
委
嘱

す
る
。

③
客
員
調
査
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
九
日
か
ら
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。

附
則
（
令
和
二
年
三
月
三
十
一
且

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

衆
議
院
法
制
局
事
務
分
掌
規
程
／
衆
議
院
法
制
局
職
員
の
定
員
に
関
す
る
件 衆

議
院
法
制
局
職
員
（
法
制
局
長
、
休
職
者
、
派
遣
国
会
職
員
、
育
児
休
業

を
し
て
い
る
職
員
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
を

除
く
。
）
の
定
員
は
、
八
十
五
人
と
す
る
。

附
則

本
件
は
、
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
二
年
三
月
二
十
六
且

本
件
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
衆
議
院
法
制
局
職
員
の
定
員
に
関
す
る
件

（
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
議
長
決
定
）

改
正

平
一
六
年
五
月
二
一
日
平
一
七
年

平
二
五
年
二
月
八
日
平
二
八
年

令
二
年
三
月
二
六
日

一
一
一
一
一

三
月
二
九
日

三
月
三
一
日


